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全国 名古屋

1858年
（安政5年）

1859年
（安政6年）

1872年
（明治5年）

1902年
（明治35年）

1909年
（明治42年）

1937年
（昭和12年）

1943年
（昭和18年）

1946年
（昭和21年）

1953年
（昭和28年）

1972年
（昭和47年）

函館、神奈川、新潟、兵庫、長崎の開港を
取り決め

函館、神奈川、長崎に運上所設置
（以降順次）

全国の運上所を「税関」に名称変更

新潟税関廃止

門司税関が長崎税関から独立

名古屋税関が大阪税関から独立

税関閉鎖（税関官制が廃止され、施設等は
海運局に移管）

税関再開

東京税関が横浜税関から独立

沖縄地区税関設置

1937年
（昭和12年）

1953年
（昭和28年）

1972年
（昭和47年）

1988年
（昭和63年）

1996年
（平成8年）

2005年
（平成17年）

2009年
（平成21年）

名古屋税関が大阪税関から独立

名古屋外郵出張所を設置

西部出張所等を設置

諏訪出張所・長野地区政令派出所を設置

岐阜政令派出所を設置

中部空港税関支署を設置

清水税関支署静岡空港出張所を設置

≪大阪税関名古屋支署≫

１ 税関の沿革等 ～税関設置の経緯～

≪名古屋港の開港を祝う祝賀アーチ≫
名古屋港管理組合所蔵
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Ｎ

清水港

田子の浦港

御前崎港

三河港

衣浦港

四日市港

津港

名古屋港

：開港 ：税関空港
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焼津

浜松
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《管轄区域》《機構》

１ 税関の沿革等 ～名古屋税関の機構及び管轄区域～

名古屋税関

総務部

監視部

政令派出事務所（1）

業務部

調査部

税関支署（4）

支署出張所（11）

支署監視署（1）

税関出張所（4）

政令派出事務所（1）
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〇 航空機、船、ゲート（門）を組み
合わせ、従前のロゴマークであった
“関”の字を継承

〇 ３つの桜が税関の使命（安全・
安心な社会の確保、関税等の
適正・公平な課税、貿易の円滑化
の推進）の意義

〇 ゲート（門）の中の秤は公平を、
鍵は保全を意味し、税関の役割を
表現

〇 Ｈ19年11月制定

（丸と、丸の中の背景画については、特に、国土であるとか、
友好であるとか、地球であるとか等の意義づけはない。）
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１ 税関の沿革等 ～税関のロゴマークについて～



覚醒剤などの不正薬物や銃器、テロ関連

物資、知的財産侵害物品など、輸入又は

輸出が禁止・規制されている物品を水際で

取り締まる

外国から輸入される貨物や、海外からの旅

行客の携帯品などに対して、関税や消費税

などを賦課・徴収する

輸入事後調、金密輸対策

適正かつ公平な
関税等の賦課 徴収

安全・安心な
社会の実現

貿易円滑化の推進

３つの使命

貿易関係者の国際競争力の強化や利便性の向上を図る観点から

通関手続きのより一層の迅速化などに取り組む

ＡＥＯ制度、申告官署の自由化、経済連携協定

１ 税関の沿革等 ～税関の３つの使命～

4

保税＝３つの使命を達成するため、外国貨物の蔵置、移動等について、一定の制約を設け、

税関の監督下に置く制度



２ 安全・安心な社会の実現 ～テロ対策～

◆ 世界各地でのテロ発生件数

（出所）公安調査庁HPを基に当関で作成
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✓ 2019年にはスリランカで同時爆破テロ事件（750人以上死傷）が発生
✓ 件数は減少傾向にあるものの、引き続き注意が必要
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（出所）公共財団法人東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会Webサイトを基に作成

２ 安全・安心な社会の実現 ～テロ対策（東京オリパラ）～

【静岡県】
▶富士スピードウェイ（駿東郡小山町）

自転車競技（ロード）
《7/24,25,28・8/31～9/3》

▶伊豆ベロドローム（伊豆市）
自転車競技（トラック）
《8/2～8・8/25～28》

▶伊豆ＭＴＢコース（伊豆市）
自転車競技（マウンテンバイク）
《7/26～27》

【東京都】
▶オリンピックスタジアム 他

【北海道】
▶札幌大通公園 他

【福島県】
▶福島あづま球場

【茨城県】
▶茨城カシマスタジアム
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【千葉県】
▶幕張メッセ 他

【神奈川県】
▶横浜国際総合競技場 他

【埼玉県】
▶埼玉スタジアム2002 他

【宮城県】
▶宮城スタジアム

◆開催期間 オリンピック 2021年7月23日～8月8日
パラリンピック 2021年8月24日～9月5日

◆開催地 9都道県42会場

テロを想起する
モノも要警戒！



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（不正薬物摘発状況）～

【2019年】
✓ 全国税関で約3,300kgの不正薬物を摘発（史上初の３トン超え）
【2020年】
✓ 新型コロナ感染症の影響か（？）摘発件数・量共に減少（新たな手口？）
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◆ 不正薬物の摘発件数及び押収量の推移
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２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（覚醒剤摘発状況）～

✓ 2019年の覚醒剤押収量（全国税関）
⇒約2,570kg
⇒約8,500万回分の使用量に相当
⇒約1,500億円の末端価格に相当

2019年まで
4年連続

１トン超え
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◆ 覚醒剤の摘発件数及び押収量の推移 （参考）覚醒剤の国内押収量全体に占める密輸押収量の割合

99.3%

密輸押収分

※警察庁、財務省、厚生労働省、海上保安庁（厚生労働省集計）調べ（2019年）
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密輸押収分
97%

その他
3%

国内押収量
2,649.7kg



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（摘発事例）～

◆ 名古屋税関での摘発事例（国際郵便物）

✓ 絵画のプラスチック製キャンバス部に練り込んで隠匿
（2019年11月17日摘発）

9

覚醒剤約550gを摘発！

《絵画（再現模型）》



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（摘発事例）～

◆ 名古屋税関での摘発事例（国際郵便物）

✓ 黒色に着色し、フェイスパックに偽装して隠匿
（2020年10月3日摘発）
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《黒色フェイスパック》

コカイン約2.3ｋgを摘発！

2020.11追加



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（摘発事例）～

◆ 名古屋税関での摘発事例（国際郵便物）

✓ ＭＤＭＡを溶かした液体をワインボトルに詰めて隠匿
（2020年5月28日摘発）
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《ワインボトルに詰められた液体》 《液体から抽出したＭＤＭＡ》

ＭＤＭＡ約570gを摘発！



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（摘発事例）～

◆ 名古屋税関での摘発事例（外国貿易船） ✓ 三河港（豊橋）に入港し
た外国貿易船の船底にある
海水取入口に隠匿
（2019年８月19日摘発）
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コカイン約177Kgを摘発！

◆ 名古屋税関での摘発事例（洋上取引）

✓ 洋上取引され、静岡県賀茂
郡南伊豆町の海岸から陸揚げ
（2019年６月３日摘発）

覚醒剤約１ｔを摘発！



２ 安全・安心な社会の実現 ～不正薬物の取締り（摘発事例）～

◆ 他税関での摘発事例（コンテナ貨物）
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外地発送以降、正規貨物へ紛れ込ませる
（リップオン）

善良な輸入者のコンテナ貨物

運送途上、港到着時、積替え時
等の際に、紛れこませたものを、
貨物から荷抜きをし密輸入する

（リップオフ）

illegal

illegal2020.4
横浜税関

エクアドルから
到着した海上貨
物から、コカイン

約７２２㎏
を摘発



２ 安全・安心な社会の実現 ～知的財産侵害物品の取締り（差止状況）～

【2019年】
✓ 全国税関の差止点数が７年ぶりに100万点超え
【2020年】
✓ 点数ベースでは伸び ⇒ 小口の宅配貨物等も警戒
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◆ 知的財産侵害物品の輸入差止件数及び点数の推移
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２ 安全・安心な社会の実現 ～知的財産侵害物品の取締り（差止状況）～

【2020年】
✓ 仕出国別では、中国来貨物が約８割強（差止件数）
✓ 権利別では、商標権侵害物品が約７割（差止点数）

≪仕出国別（差止件数）≫ ≪権利別（差止点数）≫

◆ 知的財産侵害物品の輸入差止状況（全国税関）
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中国
85.2%

香港等

商標権
70.7%

意匠権

10.0%

著作権等



２ 安全・安心な社会の実現 ～知的財産侵害物品の取締り（差止事例）～

マスク（商標権）

トレーニング機器
（意匠権）

◆ 知的財産侵害物品の例
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２ 安全・安心な社会の実現 ～知的財産侵害物品の取締り～

◆ 名古屋税関での知的財産侵害物品差止実績公表時の様子
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３ 適正かつ公平な関税等の徴収 ～関税、消費税等の徴収（税関収入額）～
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◆ 国税収入額に占める税関収入額の割合と推移

国税収入額
約64兆円

✓ 全国税関で約9.1兆円（国税収入額の約14％）を徴収

（2018年度）

税関
約9.1 兆円
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2021.3現在
2019分は未公表



３ 適正かつ公平な関税等の徴収 ～関税、消費税等の徴収（税関収入額） ～

◆ 税関収入額の内訳

✓ 消費税及び地方消費税が税関収入額の約7３％を占める
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関税
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72.8%

2021.3現在
2019分は未公表



３ 適正かつ公平な関税等の徴収 ～輸入事後調査～

◆ 輸入事後調査での追徴税額等（全国税関 令和元事務年度（2019.7～2020.6）】

✓ 調査を行った者のうち、約８割が申告漏れ等有
✓ 全国税関での追徴税額は、依然として100億円超え

《調査状況》 《追徴税額》

2,723 者

638 者

申告漏れ等有 申告漏れ等無し

調査対象
3,361者

12 億円

100 億円

5 億円

関税 内国消費税 加算税

追徴税額
約116.7億円

（調査状況、追徴税額ともに2019事務年度（2019年７月～2020年６月）実績）

81.0%
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３ 適正かつ公平な関税等の徴収 ～金密輸入への対応（摘発状況）～

◆ 金の密輸の摘発件数と押収量の推移（全国税関分）
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✓ 摘発件数・押収量ともに大幅に減少したものの、
消費税10％への引き上げ後、摘発件数は増加傾向



４ 貿易円滑化の推進 ～通関所要時間ほか～

（出所）財務省HP「第12回輸入手続の所要時間調査」

✓ 通関所要時間（税関への輸入申告から輸入許可までの所要時間）
⇒ 海上貨物：2.1時間（前回調査から0.3時間短縮）
⇒ 航空貨物：0.3時間（前回調査並み）
⇒ ＡＥＯ輸入者の特例申告貨物に係る所要時間は前回調査並み → 圧倒的速さ

◆第12回輸入手続の所要時間調査結果（2018年７月６日財務省発表）

2.1

0.30.1 0.0 

1.9

0.2

0
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2

3

海上貨物 航空貨物

（時間）
全体 AEO 自由化
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◆保税関連業務も利便性が向上
輸出入貨物の搬出入手続、貨物の在庫管理、蔵置中の内容点検、改装や仕分け、見本

持ち出し、保税運送申告業務、貨物保管料等の計算（航空のみ）などの機能が充実
CFS（保税蔵置場）から輸入CFS貨物を引き取る際の下記業務をNACCSで行うことが2020年3月15日から可能

①引取を依頼する荷主等がCFSに対して「搬出を依頼する業務」
②CFSから「搬出依頼に対して回答する業務」
③CFSが荷主等からの「引取り依頼期限（時間）を制御する業務」

ＮＡＣＣＳ
輸出入貨物の手

続や船舶等の入出
港手続等を処理す
るシステム



４ 貿易円滑化の推進 ～経済連携協定等（締結、交渉状況）～

◆ 経済連携協定（EPA/FTA）等締結、交渉状況

✓ 発効済・署名済EPA/FTA等は21
✓ 発効済・署名済EPA/FTA等の相手との貿易が日本の貿易総額に占める割合は79.0%
✓ 交渉中EPA/FTA等を含めると、日本の貿易総額に占める割合は86.1％

NZ

豪州

カナダ

米国

メキシコ

ペルー

チリ

日本

インド

ASEAN

EU

スイス

中国

韓国

トルコ

モンゴル

GCC

…発効済・署名済

…交渉中（中断含む） （出所）外務省HP（経済上の国益の確
保・増進-EPA/FTA）令和２年11月現在

ラオス
カンボジア

ミャンマー

タイ
フィリピン

インドネシア

ベトナム

マレーシア

ブルネイ

シンガポール

TPP
※TPP11は米国を除く

ＲＣＥＰ
※インドを除く
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コロンビア

日中韓

英国



４ 貿易円滑化の推進 ～AEO制度、申告官署自由化～

◆ＡＥＯ（Authorized Economic Operator：認定事業者）制度（2006年～）

✓ 「貨物のセキュリティ」と「コンプライアンス（法令遵守）」に係る体制が整備さ
れていると税関が認定した事業者に対し、税関手続の簡素化・迅速化等のメリットを
与えて、国際貿易におけるセキュリティ確保と貿易円滑化の双方の実現を図るもの

✓ 貨物の蔵置官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO事業者について
は、いずれの税関官署に対しても申告ができるよう、関税法を改正したもの

◆申告官署の自由化（2017年10月８日～）

46 53

175

342
402 439 469 501 523 549 583 609

663 696 716

0

200

400

600

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（者）

（年）

《AEO事業者数推移》※各年４月１日時点
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特定輸出者制度
（AEO輸出者）

４ 貿易円滑化の推進 ～AEO制度、申告官署自由化～

認定製造者制度
（AEO製造者）

認定通関業者制度
（AEO通関業者）

特定保税承認者制度
（AEO保税承認者）

特例輸入者制度
（AEO輸入者）

特定保税運送者制度
（AEO保税運送者）

25

◆ＡＥＯ（Authorized Economic Operator：認定事業者）の種別



貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された
保税蔵置場等の被許可者（特定保税承認者）

緩和措置（メリット）

〇 保税蔵置場又は保税工場を設置しようとする場合、税関長へ

届け出ることにより可能

〇 一般の保税蔵置場等より許可期間が長期（６年→８年）

〇 届出に係る保税蔵置場及び保税工場について、帳簿の保存期間

が２年から１年に短縮

〇 税関の保税業務検査は、ＡＥＯ倉庫業者のコンプライアンスを

反映した検査を実施

〇 保税蔵置場及び保税工場について、許可手数料が免除に。

〇 ＡＥＯの事後監査の周期を延長（Ｒ３．７～、 ４年→５年）

〇 ＡＥＯ相互承認締結国のＡＥＯ制度において、相手国税関の

バリデーション（検証）の際にＡＥＯ倉庫業者の資格が考慮
26

４ 貿易円滑化の推進 ～特定保税承認者制度（ＡＥＯ保税承認者）～



貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定
通関業者のほか、特定保税承認者その他の国際運送貨物取
扱業者

緩和措置（メリット）

〇 保税運送について個々の承認が不要となるなど、簡易な

手続で行えることにより事務負担が軽減

〇 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を

受けて、保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送

することが可能

〇 ＡＥＯの事後監査の周期を延長（Ｒ３．７～、３年→５年）

〇 ＡＥＯ相互承認締結国のＡＥＯ制度において、相手国税

関のバリデーション（検証）の際にＡＥＯ運送者の資格が考慮

27

４ 貿易円滑化の推進 ～特定保税運送者制度（ＡＥＯ保税運送者）～



貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未来

を実現するために世界最先端の税関を目指します

Resilience
（強靱化）

Multiple
-Access
（多元連携）

Solution
（利便向上策）

Technology

& Talent
（高度化と人材育成）

ウェブクローリング技術のイメージ

ドローン等の活用イメージ

税関業務にAI等の先端技術を積極的に取り入れ、利便性の創造や一層の 効果的・

効率的かつ先進的な取締りの実現等、業務の高度化を目指します。 また、その活用
に併せ人材育成、業務見直し、職場環境の改善を目指します。

①通関審査や事後調査を⽀援するためビッグデータのAI解析を開始
②AIによるX線検査画像審査⽀援
③定型的業務の⾃動化・効率化を図るため、RPAの導⼊と対象業務を拡⼤
④NQR装置（覚醒剤隠匿探知装置）の調査研究を推進し、早期実配備を⽬指す
⑤AI等先端技術導⼊のための検討体制の整備及び⼈材の育成・確保

関係機関、貿易関係事業者等との情報連携を拡大・強化し、水際取締りの 強化と
貿易円滑化の両立を一層進展させることを目指します。

① テロ対策等の観点から情報収集を強化するとともに、貨物や旅客に関する事前情報
（PNR等）を⼀層迅速かつ適切に⼊⼿・活⽤

② 情報収集の更なる効率化のため、インターネット上の情報を⾃動収集するウェブクローリ ング
技術の活⽤を検討

社会構造の変化や災害リスク等に備え、税関手続における利便性を確保し つつ、
税関行政を持続・発展させていくことを目指します。

① 海岸線等における効率的・効果的な監視取締りを確保するため、無⼈航空機（ドローン 等）
や衛星技術の活⽤を検討

② テレワーク環境の強化など、柔軟な働き⽅のための環境を整備

自動応答プログラムの活⽤イメージ

📞

＆

［ 現 状 ］ ［ 将 来 ］

📞

職員対応 職員対応
<平⽇執務時間> <平⽇執務時間>

⾃動プログラム
<24時間365⽇>

ご⽤件は何ですか︖

免税範囲に
ついて教えて

免税範囲は、・・・

AIによるX線検査画像審査支援

貿易関係事業者や旅客等へ、税関手続におけるコンプライアンス や利便性の向
上を図るためのソリューションを提供することにより、 一層適正かつ迅速な通関を
確保することを目指します。

① ⾃動応答プログラム等による24時間365⽇の質問相談への対応

② 税関検査のオートメーション化による⼀層の迅速通関の実現

５ スマート税関構想2020（税関行政の中長期ビジョン） Ｒ２．６報道発表
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５ スマート税関構想2020 ～入国検査場：電子申告端末・電子ゲート～

29

那覇空港
2021.4～運用



５ スマート税関構想2020 ～入国検査場：電子申告端末・電子ゲート～

● 電子申告端末 （通称：キオスク端末）

30

● 電子（申告）ゲート （通称：Ｅゲート）



（Eゲートの概要）

手続きの流れ

１．「税関申告アプリ」を事前にインストール（スマートフォン等）

機内等においてオフラインで携帯品申告データを入力しＱＲコードを作成。

２．税関検査場内に設置した「電子申告端末」でＱＲコード（携帯品申告データ）及び

ＩＣ旅券情報を読み取らせる。その際、システムにより以下を自動的に実施

ア. 電子申告端末の顔認証カメラで撮影した顔写真とＩＣ旅券情報の顔画像を突合

申告者の本人確認

イ. 徴税、支払手段等の届出等の要否を判定し、それら手続が必要な旅客は「電子申告端末」上で

「電子申告有人検査台」へ誘導

３．事前旅客情報等との突合により検査の要否を判定。電子ゲート通過時の顔認証によりゲートが開閉。

ゲートが閉鎖された場合、職員がゲートを利⽤した旅客専⽤の検査台に旅客を誘導し、検査

①電子申告端末 ②電子ゲート

５ スマート税関構想2020 ～入国検査場：電子申告端末・電子ゲート～
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５ スマート税関構想2020 ～入国検査場：電子申告端末・電子ゲート～

32

那覇空港でも
2021.4～運用開始



５ スマート税関構想2020 ～キャッシュレス納付～

33



34

６ トピックス ～保税行政に関する話題提供～
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６ トピックス ～保税行政に関する話題提供～



36

６ トピックス ～保税行政に関する話題提供～



緊急事態宣言等が、管内の全地域で解除
外部を訪問する業務の取扱いについて

○外部への訪問のうち、テレビ・ウェブ会議・電話・メール等によ
る対応で差し支えないものについては、積極的にこれらを活用し
ます。

○上記対応だけでは業務に支障が生じうる場合は、相手方との
不要な対面時間を極力減らすように努めると共に、下記の点に留
意の上、外部への訪問を行います。

・原則として相手方の事前同意を得ることとし、相手方に

一般的な感染防止策の実施を要請します。

・職員は、①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

の実施等の基本動作を徹底し、「新しい生活様式」を踏まえ

た対応に努めます。

６ トピックス ～保税行政に関する話題提供～
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接触頻度低減に向けた環境等の整備

〇 保税に係るご相談等でご来庁される場合の
予約制を、本関と四日市支署で導入
（当面、継続）
⇒ 密回避、待ち時間解消、事務効率の向上

〇 保税検査のリモート化を推進中
保税蔵置場以外に、保税工場のリモート検査も
開始

38

６ トピックス ～保税行政に関する話題提供～



39

ドローン 移動式官署車

不審物等対処訓練 関係機関との伝達訓練

金属探知機各種検査機器

関係機関とのテロ対策合同訓練

（ご参考） ～ その他 税関の取組み ～
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渋沢栄一 氏

澁澤倉庫 深川本店と鉄筋コンクリート倉庫
（明治37年築）

旧三田共用会議所 現三田共用会議所

新一万円紙幣

（ご参考） ～ 税関１５０周年 温故知新 ～



◆ 密輸・テロ・その他不審点に係る情報提供（通報）のお願い

✓ インボイスに記載されているものと違う
貨物を発見した。

✓ 同一貨物に他と異なるマークの貨物を発
見した。

✓ 営業内容と関係がなさそうな貨物で、輸
入者の説明があいまいな貨物である。

✓ 通関を必要以上に急がせる不審な輸入者
である。

✓ 梱包テープを必要以上に使⽤しており、
過剰に梱包されている。

✓ 時計、スイッチ、リード線、電池などが
一緒に梱包されている。

密輸フリーダイヤル：0120-461-961
税関ＨＰ：http : //www.customs.go.jp/

不正薬物等の水際取締りに当たっては、関係
業界の皆様のご協力が不可欠となります。
些細なことでも、お気づきの点があれば税関
までご連絡をお願いします。

（不審事象の例）
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◆ 名古屋税関の広報・公聴体制について

税関行政に関するご意見や、お気付きの点がございましたら、
税関までお寄せください。

名古屋税関ホームページのメールアドレスでも
お受けしております。

不審な点を見聞きされましたら、通報をお願いします。

税関では、貿易統計に係る「トピックス」のほか、
水際取締り、麻薬探知犬の活躍ぶりなど

・税関 Facebook

・税関 Twitter

・税関チャンネル（YouTube）

で紹介しています。
詳しくは税関ホームページをご覧ください。

税関 検 索

税関イメージキャラクター
「カスタム君」

税関への通報・お問い合わせ窓口

・不審な蔵置貨物の通報先
監視部保税取締部門 ☎０５２－６５４－４０９４

０１２０－４６１－９６１
・保税制度全般

監視部保税総括許可部門 ☎０５２－６５４－４０９２

・保税蔵置場検査関係
監視部保税地域監督官（１部門）☎０５２－６５４－４０９８

・保税工場検査関係
監視部保税地域監督官（2部門） ☎０５２－６５４－４０９９

・税関手続全般
業務部税関相談官室 ☎０５２－６５４－４１００

・ＡＥＯ制度（新規のご相談）
業務部認定事業者管理官 ☎０５２－６５４－４１６９

・貿易統計
調査部調査統計課 ☎０５２－６５４－４１７２

税関のＰＲ活動
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